
 

 

 

 

 

 

 

 

 

会津美里町子ども・子育て支援事業計画 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 27 年 3 月 

会津美里町 



目次 

第第１１章章    計計画画のの策策定定ににああたたっってて....................................................................................................................................................................................................  11 

１．計画策定の背景 ............................................................................................................................................................ 1 

２．計画の位置づけ ............................................................................................................................................................ 2 

３．計画の期間 ...................................................................................................................................................................... 2 

４．子ども・子育て支援新制度の概要 ..................................................................................................................... 3 

  

第第２２章章  子子どどもも・・子子育育ててをを取取りり巻巻くく現現況況とと課課題題  ......................................................................................................................................  55 

１．会津美里町の概況 ....................................................................................................................................................... 5 

２．教育・保育に関する状況 ......................................................................................................................................... 8 

３．家庭・地域の状況 .................................................................................................................................................... 13 

  

第第３３章章  計計画画のの基基本本理理念念とと基基本本的的なな視視点点  ............................................................................................................................................................  1199 

１．計画の基本理念 ......................................................................................................................................................... 19 

２．計画の基本的視点 .................................................................................................................................................... 19 

３．基本目標 ........................................................................................................................................................................ 20 

４．施策の方向 ................................................................................................................................................................... 24 

  

第第４４章章  子子どどもも・・子子育育てて支支援援事事業業計計画画  ......................................................................................................................................................................  3355 

１．教育・保育提供区域の設定 ................................................................................................................................. 35 

２．事業量の見込み ......................................................................................................................................................... 36 

  

第第 55 章章  計計画画のの推推進進にに向向けけてて  ..........................................................................................................................................................................................................  4422 

１．推進の体制 ................................................................................................................................................................... 42 

２．計画の進捗状況の管理・評価 ............................................................................................................................ 43 

 

 



1 

 

 

第１章 計画の策定にあたって 
 

１． 計画策定の背景 

子どもは、まちの次の時代を担うかけがえのない存在であり、子どもが安心して育つこ

とができる環境、また、安心して子どもを生み育てることのできる環境を整備していくた

めには、社会全体で子育てを支えていくことが重要です。 

しかし、依然として少子化が進行する中、女性の社会進出に伴う低年齢時からの保育ニ

ーズの増大、核家族化の進行や地域のつながりの希薄化を背景とした子育て不安を抱える

保護者の増加、児童虐待等子どもの権利を脅かす事件の増加など、子ども・子育てをめぐ

る課題は複雑・多様化しています。 

国では、これまで平成 15 年に制定された「次世代育成支援対策推進法」に基づき、総

合的な取り組みを進めてきましたが、子ども・子育てを取り巻く社会情勢の変化を受け、

新たな支援制度を構築していくため、平成 22 年の「子ども・子育てビジョン」の閣議決

定、子ども・子育て新システム検討会議の設置を皮切りに、新たな次世代育成支援のため

の包括的・一元的なシステムの構築について検討が始まりました。 

その後、平成 24 年には、子育てしやすい環境を地域や社会全体で支援し構築すること

を目的とした「子ども・子育て関連 3 法」が制定されました。この 3法に基づいて、平成

27 年度から施行される新たな子育て支援の仕組み、「子ども・子育て支援新制度」では、

「子どもの最善の利益」が実現される社会をめざすとの考えを基本に、（１）質の高い幼児

期の学校教育・保育の総合的な提供、（２）保育の量的拡大・確保、教育・保育の質的改善、

（３）地域の子ども・子育て支援の充実に取り組むこととなっています。 

会津美里町では、平成 21 年度に「会津美里町次世代育成支援行動計画（後期計画 2010

～2014）」を策定し、「子どもの豊かな心を育み、楽しく子育てができるまち」をめざし

て、子どもや子育て家庭にやさしいまちづくりに取り組んできました。 

しかし、本町においても子ども・子育てを取り巻く環境が変化していることから、国の

新制度に対応し、子どもの健やかな育ちと、子育てを社会全体で支援する環境を整備する

ことを目的に、「会津美里町子ども・子育て支援事業計画」を策定しました。 
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２．計画の位置づけ 

（１）計画の法的根拠 

本計画は、子ども子育て支援法第 61条に基づく「市町村子ども・子育て支援事業計画」

として策定するものです。 

 
 
（市町村子ども・子育て支援事業計画） 

第 61 条  市町村は、基本指針に即して、五年を一期とする教育・保育及び地域子ども・子

育て支援事業の提供体制の確保その他この法律に基づく業務の円滑な実施に関する計画

（以下「市町村子ども・子育て支援事業計画」という。）を定めるものとする。  
 

 

（２）関連計画との整合 

本計画は、町の最上位計画である「会津美里町総合計画」をはじめ、「会津美里町教育振

興基本計画」や各種法律に基づく関連計画との整合、連携を図るとともに、次世代育成支

援行動計画を包含するものとします。 

 

 

３．計画の期間 

計画の期間は、平成 27年度から平成 31 年度までの 5 年間とします。 

ただし、計画期間中においても、社会情勢の変化や子育て家庭のニーズに柔軟に対応す

るため、適宜計画の見直しを行うものとします。 

 

平成 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 年度 

          

会津美里町次世代育成支援行動計画 

（後期計画） 

     

     会津美里町子ども・子育て支援事業計画 
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４． 子ども・子育て支援新制度の概要 

（１）新たな制度の目的 

「子ども・子育て支援新制度」（以下「新制度」といいます。）は、一人ひとりの子ども 

が健やかに成長することができる社会の実現を目指して創設されるもので、次の3つの目的

を掲げています。 

① 質の高い幼児期の学校教育・保育の総合的な提供 

② 保育の量的拡大・確保、教育・保育の質的改善 

③ 地域の子ども・子育て支援の充実 

（２）「子ども・子育て関連３法」 

新制度の創設に関する次の3つの法律を合わせて、「子ども・子育て関連3法」と呼ばれて

います。 

① 子ども・子育て支援法 

② 認定こども園法の一部を改正する法律 

③ 関係法律の整備等に関する法律（児童福祉法等の改正） 

（３）制度の主な内容 

この制度の主な内容は次のとおりです。 

① 幼稚園と保育所の機能を併せ持つ「認定こども園」の普及を図ること。 

②  地域のニーズを踏まえ、認定こども園、幼稚園、保育所、小規模保育などを計画的に

整備し、待機児童の解消や、多様な教育・保育の充実を図ること。 

③  地域のニーズに応じ、子ども・子育てに関する様々なニーズに応えられるように、子

ども・子育て支援の充実を図ること。 



4 

 

（４）給付・支援事業について 

新制度のもとでは、行政が保護者等に提供するサービスは、「子ども・子育て支援給付」 

と「地域子ども・子育て支援事業」に大別されます。 

 

子ども・子育て支援給付 

①  子どものための教育・保育給付 

○ 施設型給付 

認定こども園・幼稚園（※１）・保育所（※２） 

○ 地域型保育給付 

小規模保育・家庭的保育・居宅訪問型保育・事業所内保育 

 

※1  私立幼稚園は、新制度に移行する施設のみ対象。移行しない幼稚園は現行通り私

学助成を継続。 

※２ 私立保育所は、現行通り、市町村が保育所に委託費を支払う仕組み 

 

②  子どものための現金給付 

○ 児童手当 

 

 

地域子ども・子育て支援事業 

子ども・子育て家庭等を対象とする事業として、市町村が地域の実情に応じて実施する。

（下記の事業は、法で定められたものです。） 

① 利用者支援（新規） 

② 地域子育て支援拠点事業 

③ 妊産婦健康診査 

④ 乳児家庭全戸訪問事業 

⑤ 要保護児童等の支援に資する事業（養育支援訪問事業） 

⑥ 子育て短期支援事業 

⑦ ファミリー・サポート・センター事業 

⑧ 一時預かり事業 

⑨ 延長保育事業 

⑩ 病児・病後児保育事業 

⑪ 放課後児童健全育成事業 

⑫ 実費徴収に係る補足給付を行う事業（新規） 

⑬ 多様な主体が本制度に参入することを促進するための事業（新規） 
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第２章 子ども・子育てを取り巻く現況  
 

１．会津美里町の概況 

（１）地理的状況 

  会津美里町は、福島県の西部に位置し、北部に広がる平野部と南部を覆う山間地からな

り、東は会津若松市、西は柳津町、北は会津坂下町、南は下郷町・昭和村に接しています。 

  平成１７年１０月１日に、会津高田町、会津本郷町、新鶴村の旧３町村が合併して会津

美里町が誕生しました。 

 

（２）人口 

本町の総人口についてみると、平成 21 年からの５年間は減少傾向となっており、平成

25 年時点で２２,６４２人となっています。人口３区分の割合は、年少人口（０～14歳）

は減少傾向となっている一方で、老齢人口（65 歳以上）は増加傾向となっており、平成

25 年時点で３割を超えています。 

 

2,927 2,781 2,705 2,638 2,530

13,902 13,627 13,538 13,309 12,945

7,404 7,374 7,164 7,128 7,167

24,233 23,782 23,407 23,075 22,642

0

10,000

20,000

30,000

平成21年 平成22年 平成23年 平成24年 平成25年

【総人口および年齢３区分別人口の推移】

年少人口(0～14歳) 生産年齢人口(15～64歳) 老齢人口(65歳以上)

（人）

 
資料：住民基本台帳（各年４月１日現在） 

12.0 11.7 11.6 11.4 11.2

57.4 57.3 57.8 57.7 57.2

30.6 31.0 30.6 30.9 31.7

0%

20%

40%

60%

80%

100%

平成21年 平成22年 平成23年 平成24年 平成25年

【年齢３区分別人口の割合】

年少人口(0～14歳) ％ 生産年齢人口(15～64歳) ％ 老齢人口(65歳以上) ％

 
資料：住民基本台帳（各年４月１日現在） 
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平成 25 年の人口ピラミッドについてみると、男女ともに 60～64 歳が特に多くなって

います。世帯数は、年によって増減はみられるものの、概ね横ばいとなっている一方で、

１世帯当たり人員は減少傾向となっています。 

363
429

527
580

441
547

578
537
516

590
812

977
1100

725
602

623
531

257
106

351
418
442

509
476
482
491

537
473

610
803

898
988

656
728

893
973

661
412

0 200 400 600 800 1,000 1,200

02004006008001,0001,200

0～4歳

10～14歳

20～24歳

30～34歳

40～44歳

50～54歳

60～64歳

70～74歳

80～84歳

90歳以上

【人口ピラミッド】

男 女

（人）

（人）

 
資料：住民基本台帳（平成２５年４月１日現在） 

 

 

7,522 7,488 7,443 7,414 7,367

3.22
3.18

3.14
3.11

3.07

0

2,000

4,000

6,000

8,000

2.5

3.5

平成21年 平成22年 平成23年 平成24年 平成25年

【世帯数と１世帯当たり人員の推移】

世帯数 １世帯当たり人員

（世帯） （人）

 
資料：住民基本台帳（各年４月１日現在） 
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出生と死亡についてみると、出生に対して死亡が上回って推移しており、平成 25 年時

点で出生は１４４人となっています。転入と転出は、転入に対して転出が上回って推移し

ています。 

 

143 121 145 134 144

321
386 379 396 421

0

100

200

300

400

500

平成21年 平成22年 平成23年 平成24年 平成25年

【出生と死亡】

出生 死亡

（人）

 

資料：住民基本台帳（各年１月１日現在） 

520 510 552
474 499

690
773

622 624 651

0

200

400

600

800

平成21年 平成22年 平成23年 平成24年 平成25年

【転入と転出】

転入 転出

（人）

 

 
資料：住民基本台帳（各年１月１日現在） 
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２．教育・保育に関する状況 

（１）0 歳～14 歳人口 

０歳～14 歳人口についてみると、平成 21 年からの５年間は減少傾向にあり、平成 25

年時点で 2,530人となっています。 

460 429 423 415 410

538 520 491 480 448

1,196 1,151 1,122 1,091 1,051

733 681 669 652 621

2,927 2,781 2,705 2,638 2,530

0

800

1,600

2,400

3,200

平成21年 平成22年 平成23年 平成24年 平成25年

【０歳～14歳人口の推移】

０歳～２歳 ３歳～５歳 ６歳～11歳 12歳～14歳

（人）（人）

 

資料：住民基本台帳（各年４月１日現在） 

 

 

（２）就学前児童の状況 

  就学前児童の状況についてみると、平成２２年から減少傾向にあり、平成２６年時点で

８４３人となっています。 

135 125 138 138 128

294 298 277 272 278

165 143 160 147 132

355 348 320 301 305

949 914 895 858 843

0

200

400

600

800

1,000

平成22年 平成23年 平成24年 平成25年 平成26年

【就学前児童の状況】

０歳 １歳～２歳 ３歳 ４歳～５歳

（人）（人）

 

資料：住民基本台帳（各年４月１日現在） 
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幼稚園の利用人数についてみると、平成２４年までは概ね横ばいの傾向となっていまし

たが、平成２５年からは大きく減少し、平成２６年では１２７人となっています。 

保育園（所）の利用人数についてみると、平成２２年から平成２５年まではゆるやかな

減少傾向にありましたが、平成２６年については増加し４７８人となっています。 

49 49 44 43 30

59 59 66 51
47

55 64 61
62

50

163 172 171
156

127

0

50

100

150

200

平成22年 平成23年 平成24年 平成25年 平成26年

【幼稚園の利用人数】

年少 年中 年長

（人）（人）

 
資料：学校基本調査（各年５月１日現在） 

136 166 162 169 189

102 79 100 99 95

223 216 193 180
194

461 461 455 448
478

0

100

200

300

400

500

600

平成22年 平成23年 平成24年 平成25年 平成26年

【保育園（所）の利用人数】

3歳未満児 年少 年中・年長

（人）

 

資料：福祉行政報告例（各年５月１日現在） 

【平成２６年度入園・入所状況】 
 

区  分 園 人  数 

幼稚園 

ひかり幼稚園 36 人 

本郷幼稚園 52 人 

新鶴幼稚園 39 人 

保育園（所） 

高田幼児保育園 165 人 

さくら保育所 63 人 

ひまわり保育所 46 人 

本郷保育所 109 人 

新鶴保育所 95 人 

資料：学校基本調査・福祉行政報告例（平成 26 年 5 月 1 日現在）  
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定期的な幼稚園・保育所等の利用についてみると、「利用している」割合が約７割となっ

ています。 

定期的に利用している施設は、「認可保育所」が約４割と最も多く、ついで「幼稚園」と

「認定こども園」が３割ずつとなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

資料：会津美里町子育てに関するアンケート調査（平成 25 年 11 月実施） 

 

 

 

                                           （複数回答可） 

0.3

1.1

0.8

0.0

0.0

0.3

0.3

0.0

33.1

39.7

2.5

29.5

0 10 20 30 40 50

無回答

その他

ファミリー・サポート・センター

居宅訪問型保育

その他の認可外の保育施設

自治体の認証・認定保育施設

事業所内保育施設

家庭的保育

認定こども園

認可保育所

幼稚園の預かり保育

幼稚園

【定期的に利用している事業】 （％）

 
 

資料：会津美里町子育てに関するアンケート調査（平成 25 年 11 月実施） 

0.6

30.7

68.7

0 20 40 60 80

無回答

利用していな

い

利用している

【定期的な幼稚園・保育所等の利用】
（％）
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教育・保育事業の利用時間等の現況と今後の利用希望についてみると、１週間あたりの

利用日数では、現況・希望ともに「５日」が最も高く、それぞれ７７％・４７％となって

います。また、１日あたりの利用時間では、現況・希望ともに「１０時間」が最も高く、

それぞれ２３％・１８％となっています。 

現況と希望の数値に差が生じているのは、就学直前である５歳児の保護者が、無回答で

あったためです。 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：会津美里町子育てに関するアンケート調査（平成 25 年 11 月実施） 

 

 

 

 

31.4

0.8

19.0

47.3

0.8

0.3

0.0

0.3

3.4

0.8

17.3

76.5

0.8

0.3

0.3

0.6

0 50 100

無回答

７日

６日

５日

４日

３日

２日

１日

【１週あたりの利用日数】

現況 希望 （％）

 

32.0

8.5

17.8

11.0

14.4

5.7

7.1

2.3

0.8

0.3

5.1

5.7

22.9

17.6

13.9

8.8

17.8

7.4

0.0

0.3

0 10 20 30 40

無回答

１１時間以上

１０時間

９時間

８時間

７時間

６時間

５時間

４時間

３時間以下

【１日あたりの利用時間】

現況 希望 （％）
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（３）就学児童の状況 

児童生徒数についてみると、平成22年から平成26年にかけて減少傾向となっており、

平成 26 年５月時点で１，５８６人となっています。 

学童保育の利用人数についてみると、平成 2２年以降増加傾向となっており、平成 26

年５月時点で２１９人となっています。 

 

1,335 1,237 1,133 1,066 1,035

666 708
657 616 551

2,001 1,945
1,790 1,682 1,586

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

平成22年 平成23年 平成24年 平成25年 平成26年

【児童生徒数】

小学校児童数 中学校生徒数

（人）（人）

 

 

資料：学校基本調査（各年 5 月 1 日現在） 

 

 

【学童保育の利用人数内訳】 
 

小学 1 年生 2 年生 3 年生 総数 

平成 22年 71 人 76 人 35 人 182人 

平成 23年 79 人 63 人 57 人 199人 

平成 24年 65 人 82 人 53 人 200人 

平成 25年 90 人 61 人 64 人 215人 

平成 26年 64 人 96 人 59 人 219人 

 
資料：こども教育課（各年５月１日現在） 
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３．家庭・地域の状況 

（１）家族の状況 

婚姻件数についてみると、平成２１年の３６１件をピークに、平成２３年にかけて減少

傾向となっていたものの、平成２４年には増加し、平成２５年では３３３件となっていま

す。一方、離婚件数は平成２２年まで増加傾向となっていましたが、平成２３年からは概

ね横ばいとなり、平成 2５年時点で５７件となっています。 

ひとり親世帯については、母子世帯は年によって増減がみられ、父子世帯は増加傾向と

なっており、平成２５年時点で母子世帯が１８６世帯、父子世帯が２４世帯となっていま

す。 

361
333

304

343 333

84 87
56 69 57

0

50

100

150

200

250

300

350

400

平成21年 平成22年 平成23年 平成24年 平成25年

【婚姻・離婚件数】

婚姻 離婚

（件）

 
資料：国勢調査 

186
205

186

12 18 24

0

50

100

150

200

250

平成21年 平成23年 平成25年

【ひとり親世帯】

母子世帯 父子世帯

（世帯）

 

資料：会津美里町地域福祉計画 
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子育てを主に行っている人についてみると、「父母ともに」が５９％と最も高く、次いで、

「祖父母」が５２％となっています。 

日頃、子どもをみてもらえる親族・知人の有無については、「日常的に祖父母等の親族に

みてもらえる」が５４％で最も高く、次いで、「緊急時もしくは用事の際には祖父母等の親

族にみてもらえる」が５１％となっています。 

また、「いずれもいない」との回答が 5％程度ありました。 
 

 

0.4

4.7

21.8

26.7

18.9

51.9

5.4

29.8

58.9

0 10 20 30 40 50 60

無回答

その他

認定こども園

保育所

幼稚園

祖父母

父親

母親

父母ともに

【子育てを主に行っている人（複数回答可）】
（％）

 
資料：会津美里町子育てに関するアンケート調査（平成 25 年 11 月実施） 

 

 

2.3

5.1

3.1

1.0

51.4

54.3

0 10 20 30 40 50 60

無回答

いずれもいない

緊急時もしくは用事の際には子どもをみてもらえる

友人・知人がいる

日常的に子どもをみてもらえる友人・知人がいる

緊急時もしくは用事の際には祖父母等の親族にみ

てもらえる

日常的に祖父母等の親族にみてもらえる

【日頃、子どもをみてもらえる親族・知人の有無（複数回答可）】
（％）

 
資料：会津美里町子育てに関するアンケート調査（平成 25 年 11 月実施） 
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（２）就労の状況 

女性の就業率についてみると、出産・子育てを迎える人が多くなる 30 歳代前半を中心

に、一時的に就業率が低くなる「M 字曲線」を描いています。平成 17 年と平成 22 年で

比較してみると、25～29 歳では就業率が約６ポイント減少しています。 

女性の就業者数は、全体的には、平成 12 年から平成 22 年までは減少傾向となってい

ます。５歳階級別にみると、20 歳代を中心に就業者数が減少しています。 
 

【女性の就業率】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
資料：国勢調査 

 

【女性の就業者数の推移】 
 

 平成 12年 平成 17年 平成 22年 

15～19 歳 42 人 52 人 26 人 

20～24 歳 214 人 186 人 128 人 

25～29 歳 259 人 183 人 169 人 

30～34 歳 183 人 220 人 155 人 

35～39 歳 190 人 204 人 230 人 

40～44 歳 246 人 217 人 220 人 

45～49 歳 363 人 257 人 227 人 

50～54 歳 326 人 343 人 241 人 

55～59 歳 205 人 290 人 308 人 

60～64 歳 145 人 132 人 214 人 

65 歳以上 196 人 216 人 207 人 

合計 2,369 人 2,300 人 2,125 人 

 
資料：国勢調査 

18.3 

64.8 

74.4 

62.3 
68.2 70.7 71.4 

73.4 

63.3 

33.8 

31.0 

12.7 
9.5 

4.1 1.1 

11.9 

63.7 
68.4 

62.8 
69.9 

74.8 76.7 

68.5 

66.7 

46.8 

24.2 

19.2 

6.3 

5.2 
1.9 

0.0 

20.0 

40.0 

60.0 

80.0 

100.0 

（％）

平成17年 平成22年
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就業状況についてみると、「フルタイム」が父親では約９割であるのに対し、母親では４ 

割程度となっています。また、母親では「以前は就労していたが、現在は就労していない」

が２割半ばと多くなっています。 

育児休業を「取得した（取得中である）」は、母親では４割を超えている一方で、父親で

は約０.１割となっており、ほとんど取得していない状況となっています。 

8.2

0.0

1.2

0.0

1.4

0.0

89.3

1.2

1.2

25.1

2.1

18.9

8.4

43.2

0 20 40 60 80 100

無回答

これまで就労したことがない

以前は就労していたが、現在は就労していな

い

パート・アルバイト等で就労しているが、産

休・育休・介護休業中である

パート・アルバイト等で就労しており、産休・育

休・介護休業中ではない

フルタイムで就労しており、産休・育休・介護

休業中である

フルタイムで就労しており、産休・育休・介護

休業中ではない

【就労状況】

母親 父親

（％）

 

資料：会津美里町子育てに関するアンケート調査（平成 25 年 11 月実施） 

 

15.2

83.3

1.2

0.4

2.3

20.0

42.4

35.2

0 20 40 60 80 100

無回答

取得してない

取得した（取得中である）

働いてなかった

【育児休業の取得状況】

母親 父親

（％）

 
資料：会津美里町子育てに関するアンケート調査（平成 25 年 11 月実施） 
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（３）子育ての状況 

子育てをする上で、気軽に相談できる人・施設についてみると、「いる／ある」は９割を

超え高くなっていますが、「いない／ない」もわずかにみられます。 

相談相手としては、「祖父母等の親族」が最も高く、次いで「友人や知人」となっており、

それぞれ８割を超えています。 
 

いる／ある

92%

いない／ない

2%

無回答

6%

【相談相手の有無】

 

資料：会津美里町子育てに関するアンケート調査（平成 25 年 11 月実施） 

 

 

（複数回答可） 

0

1.6

2.6

8.4

0.5

22.5

31.4

6.3

15.2

9.4

81.2

87.4

0 20 40 60 80 100

無回答

その他

自治体の子育て関連担当窓口

かかりつけの医師

民生委員・児童委員

幼稚園

保育園（所）

保健所・保健センター

子育て支援施設（子育て支援センター等）・ＮＰＯ

近所の人

友人や知人

祖父母等の親族

【相談相手】 （％）

 

資料：会津美里町子育てに関するアンケート調査（平成 25 年 11 月実施） 
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会津美里町の子育ての環境や支援への満足度についてみると、「満足」と「やや満足」は、

3 割程度で「普通」が５割弱となっており、全体で８割となっていますが、「やや不満」と

「不満」と回答された方も 2 割程度みられます。 

3.1

4.5

18.3

46.5

21.6

6.0

0 10 20 30 40 50

無回答

不満

やや不満

普通

やや満足

満足

【会津美里町は子育てをしやすいところだと思うか】
（％）

 

資料：会津美里町子育てに関するアンケート調査（平成 25 年 11 月実施） 
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第３章 計画の基本理念と基本的な視点 
 

１． 計画の基本理念 

いつの時代でも、子どもの健やかな成長は親の願いであると同時に、社会全体の願いで

もあります。 

しかし、現在の社会においては、核家族化の進行や地域社会における人間関係の希薄化

により、子育てが孤立化し、子育てに伴う不安や負担が大きくなっている状況にあります。 

そのような中で、子どもが健やかに成長できるよう、家庭や地域、学校、保育所、幼稚

園、認定こども園などが子どもの視点に立ち、子どもたちの権利が十分尊重される子育て

社会を構築していくことが切望されます。 

そして、その子どもたちを育てる父親や母親、そしてこれから子どもを産み育てる次世

代の親が、子育てに対する喜びを実感することができ、また、子育ての意義について理解

を深めることができるように町全体で支援していきます。 

本計画では、本計画の前身にあたる「会津美里町次世代育成支援行動計画（後期計画）」

を踏まえ、子どもと子育て家庭を取り巻く環境の様々な変化に対応して、『子どもの成長

と子育てを地域全体で支援し、子どもが尊重され、子育てが大切にされる社会の構築』を

基本理念とします。 

 

２． 計画の基本的視点 

（１）子どもの視点 

子どもの健やかな成長を支援する基盤づくり 

子育てが孤立化し、子育てに伴う不安や負担が大きくなっていくなか、影響を受け

るのは多くの子どもであることから、子どもの利益が最大限に尊重されるように配慮

し、子どもの視点に立った取り組みを進めていきます。 

また、子どもは次世代の親になるという認識のもと、子どもの健全育成のために、

家庭・学校・地域が連携し教育力の向上を図ります。 
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（２）親の視点 

安心して子どもを産み、子育てを楽しむことができる環境づくり 

親もまた、日々の子育てを通して成長していきます。 

すべての親が、心身ともにゆとりを持って楽しく子育てをすることができ、子ども

が健やかに育つことのできる環境づくりのために、柔軟かつ総合的な取り組みを進め

ていきます。 

（３）地域の視点 

子育てがしやすい地域づくり 

すべての家族が安心して子育てができ、地域全体で子育て家族を支えることができ

るような地域づくりを進めていきます。 

 

３． 基本目標 

本計画では、基本理念を実現するために、前述の３つの基本的な視点の中で、次の５つ

を基本目標として、総合的に施策を推進します。 

 

Ⅰ 子どもの健全育成と環境整備 

次世代の担い手である子どもが、個性豊かに生きる力を伸ばすために、子どもの実態を

踏まえ、学校・家庭・地域の教育力を向上させるための支援の充実を図り、子どもを産み

育てることの喜びを実感できる環境の整備を推進します。 

 

Ⅱ 親と子の健康の確保及び増進 

母子保健は、生涯を通じた健康の出発点であり、安心して産み、ゆとりを持って育てる

ための基盤となるものです。妊娠・出産・子育てが安全に、かつ快適にできるよう、妊娠

早期からの心身の健康管理・指導及び親と子どもの心と体の健康づくりに対する支援を充

実し、乳幼児期から生活習慣病の予防に取り組み、安心して子育てができる環境を整えま

す。 

 

Ⅲ 子育て支援の充実 

子どもの幸せを第一に考えて、子育てをしているすべての人が安心して子育てができる

よう、地域における様々な子育て支援サービスの充実を推進します。 

子育て家庭が必要とする情報の提供や、地域における子育てネットワークの形成の促進

など、地域力を活用した取り組みを推進します。 
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Ⅳ 子育てと仕事の両立支援（ワーク・ライフ・バランス） 

誰もがやりがいや充実感を感じながら働き、仕事上の責任を果たす一方で、子育ての時

間や家庭、地域、自己啓発にかかる個人の時間を持てる健康で豊かな生活ができるよう、

国や県、関係機関と連携し、社会全体で仕事と子育ての調和が図れるよう努めます。 

 

Ⅴ 子どもにとって安全で安心な地域づくりの推進 

    核家族化や都市化の進行によって、子どもを取り巻く環境の悪化が危惧されていま

す。子どもや保護者が事故や犯罪に巻き込まれることを防ぐため、関係機関等と連携

した活動を推進します。 
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            会津美里町子ども・子育て支援事業計画の施策体系
（基本的施策） （実施計画）

①子どもの生きる力の育成

②子育てテーマの設定

③次代の親の育成

④保育環境の整備

①人材の活用

②生涯学習の推進

①放課後や休日の居場所づくり

②子どもの活動拠点づくり

③活動に伴う交通手段の確保

①有害図書、有害情報規制活動の推進

②薬物、喫煙防止活動の推進

①母子保健の充実

②食育の推進

③思春期保健の充実

④妊娠期からの健康づくりと生活習慣病の予防

①子育て支援サービスの充実

②子育て情報提供、相談体制の充実

③一体的な子育て支援体制の整備

④子育て親子の交流推進

⑤子育てサポーターの養成

⑥子育て支援のネットワークづくり

①障がい児施策の充実

②児童虐待防止対策の充実

①ひとり親家庭の自立支援

②乳幼児・児童生徒医療費助成制度の充実

③乳幼児教育に係る費用の軽減

（基本目標）

1）子どもや次代の親
   への教育環境の整備

Ⅰ
子
ど
も
の
健
全
育
成
と
環
境
整
備

2）地域における教育の
   充実

3）子どもの居場所づく
   りの推進

4）放課後児童対策の
   充実

①放課後児童の健全育成の推進

5）子どもを取り巻く
   有害環境対策の推進

 
Ⅱ
親
と
子
の
健
康
の

 
 
確
保
及
び
増
進

1）母子の健康確保
   及び増進

1）地域における子育て
   支援サービスの充実

Ⅲ
子
育
て
支
援
の
充
実

2）支援が必要な児童へ
　 のきめ細やかな取り
   組み

3）子育て家庭の経済的
   負担の軽減
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（基本的施策） （実施計画）

①ファミリーサポートセンター事業の実施

②一時保育の実施

③延長保育の充実

④障がい児保育の推進

⑤乳児保育の受入拡大

⑥幼保一体化の推進

⑦病中病後児保育の検討及び実施

①男女共同参画の推進

②男性の子育て参画の推進

（基本目標）

Ⅳ
子
育
て
と
仕
事
の
両
立
支
援

　

(

ワ
ー
ク
・
ラ
イ
フ
・
バ
ラ
ン
ス

)

1）保育サービスの充実

2）仕事と子育ての
   両立の推進

①仕事と生活の調和に配慮した働き方の推進

3）男女共同参画による
   子育ての推進

 
Ⅴ
子
ど
も
に
と
っ
て
安
全
で

 
 
安
心
な
地
域
づ
く
り
の
推
進

1）子育てを支援する
   生活環境の整備

①安心して外出できる環境の整備

①子どもを犯罪等の被害から守るための活動の
  推進2）子ども等の安全の

   確保 ②子どもの交通安全を確保するための活動の
  推進

3）被害に遭った子ども
   の支援の充実

①被害にあった子どもに対する支援体制の整備
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４． 施策の方向 

 

Ⅰ．子どもの健全育成と環境整備 

子どもたちが、健全かつ豊かに育っていくことができる環境・学習機会の場を整備して

いくと共に、将来親となる子どもたちが親となるために必要な知識・情報を学び、子ども

を産み育てる意義・素晴らしさを理解していけるよう、家庭や学校及び地域全体で見守り、

育んでいくことを目指します。 

 

１）子どもや次世代の親への教育環境の整備 

① 子どもの生きる力の育成 

子どもに「他の人のために何かをしてあげることの喜び」や「達成感」を

感じられる地域活動の創出を行います。 

また、次世代の担い手である子どもが個性豊かに生きる力を伸長すること

ができるよう、保育所・幼稚園・認定こども園・学校はもとより地域の教育

力を活かした事業を推進します。 

さらに、子ども自身が、様々な自主活動や社会活動の場を通じて、他人と

共に協調し他人を思いやる心や、感動する心、豊かな人間性など「共に生き

る力」を育む教育、一人ひとりをかけがえのない存在として認め合う人権尊

重の教育を推進します。 

② 子育てテーマの設定 

子育てのテーマや約束を町全体・家庭ごとに定め、目標に向かって努力す

る運動を展開し、家庭・地域の子育て意識の啓蒙を図ります。  

③ 次世代の親の育成 

           中高校生等が、子どもを産み育てることの意義を理解し、子どもや家庭

の大切さを理解できるようにするため、保育所・幼稚園・認定こども園・

子育て支援センター及び乳幼児健診等の場などを活用し、乳幼児とふれあ

う機会を広げる取り組みを推進します。 

④ 保育環境の整備 

幼児期の人間形成は、保育所・幼稚園・認定こども園ほか、家庭での保育

など、場所にかかわらず人の一生の基礎となる重要なもので、幼児は生活や

遊びの中から情緒的・知的な発達につながり社会性を身につけていきます。 

このため将来に向け児童のよりよい環境づくりをめざします。 
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● 幼児一人ひとりのよさや可能性の発見、個性を伸ばすための保育環境の整

備を図ります。 

● 幼児の発達に必要な知識の習得はもとより、専門的な能力の開発や人材の

確保を図ります。 

● よりよい｢ひとづくり｣に向け施設・地域・家庭が一体的に連携し、補完し

合うシステムづくりを検討します。 

● 幼児の標準教育時間の調整を中心に、保育指針や教育カリキュラム等の調

整を図り、幼児の教育・指導の統一を図ります。 

● 幅ひろい生活体験や自然体験の中から創造性・道徳性を育む人づくりを進

めていきます。 

 

２）地域における教育の充実 

① 人材の活用 

地域社会の最小単位である各行政区において、人的資産いわゆる「人材」

の掘り起こしを行い、子どもや家庭を地域ぐるみで見守る力を向上させて

いくよう支援を進め、さまざまな機会の中で地域の人材を活用した「家庭

教育」や「心の教育」等の学習機会の充実を推進します。 

② 生涯学習の推進 

複雑多様化している現代社会において、次世代を担う子供たちにとって、

生涯学習は、児童の育成にとって特に重要な意味合いを持つものであるため、

目標をもった学習活動を進めていきます。 

 

３）子どもの居場所づくりの推進 

① 放課後や休日の居場所づくり 

           地域社会における児童数の減少は、遊びを通じての仲間づくりや体験す

ることによる学びの機会を減少させ、児童の社会性の形成に大きな影響が

あります。 

こうした状況を踏まえ、放課後などに子どもたちが学年の異なる友達と自

由に遊んだり、地域の人々と交流できる機会を設け、人づきあいについて学

んだり、社会のルールを身につけたりすることは大切です。 

就労家庭の子どもか否かにかかわらず子どもたちが交流し、全ての子供が

利用できる場所の確保、サービスの充実を図るため、放課後児童クラブと放

課後子ども教室、さらには生涯学習の一翼を担っているスポーツ少年団やボ

ーイスカウト及び総合型スポーツクラブとして活動を展開している「会津美

里クラブ衆」とも連携し総合的な放課後児童対策を推進します。 
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       ② 子どもの活動拠点づくり 

「子どもの居場所づくり事業」を推進し、地域の大人が参加し、地域が一

体となって子どもたちを見守ることができる環境づくりを進めます。現在、

退職している「団塊の世代」の方々が培ってきた経験や知識等を活かし、子

ども達との交流の中で大いに発揮していただく事業を推進します。 

また、児童館の整備や学校の開放など放課後などに子どもたちが活動でき

る場所づくりに努めます。 

③ 活動に伴う交通手段の確保 

地域の子供たちが、さまざまな事業に容易に参加できるよう、必要に応じ、

行政バスを運行するなど、交通手段の確保を検討します。 

     

４）放課後児童対策の充実 

       ① 放課後児童の健全育成の推進 

放課後児童クラブは、学童期の発達段階に応じた対応や家庭でも学校でも

ない第三の場所として、生活の場とともに遊び等の多様な活動の提供が求め

られることから、児童指導員の専門性の向上に向けた研修の強化を図ります。 

また、子どもが家庭に替わる生活の場として過ごす放課後児童クラブの役

割を踏まえ、安全・衛生面に配慮した施設の整備、子どもが安定して生活す

ることができる環境づくりに努めます。 

        さらに、現在は３年生までを対象としていますが、受入対象年齢の拡大に

ついては、放課後子ども教室や児童館など、放課後の子どもの居場所を確保

するための他の事業とも連携し、必要な支援を受けられるよう検討していき

ます。 

 

５）子どもを取り巻く有害環境対策の推進 

        ① 有害図書、有害情報規制活動の推進 

           現在、携帯電話やインターネットの利用は低年齢化の傾向にあり、全国

的にさまざまな被害・犯罪等に巻き込まれています。本町においても、そ

の危険性はあり、家族も含めて使い方のルールを指導していきます。 

       ② 薬物、喫煙防止活動の推進  

最近の青少年を取り巻く環境は、薬物乱用や喫煙に対する警戒心・抵抗感

が薄れることから様々な問題が起こっております。 

「なぜダメなのか」をハッキリと伝えるため、親と子どもが一緒に考えて

もらうため、関係機関と連携し、指導活動を推進します。 
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Ⅱ．親と子の健康の確保及び増進 

安心して妊娠・出産し、子育て家庭が自信とゆとりを持って楽しく子育てができるよ

うに、保健、医療、福祉及び教育等関係機関、関係者が一体となり、地域における母子

保健施策等の充実を図ります。 

 

１）母子の健康確保及び増進 

① 母子保健の充実 

●  母子健康手帳の交付・活用 

母子健康手帳は妊娠した方に交付し、妊娠から出産、育児の健康記録と 

して、また、妊娠、出産を通じた日常生活の注意や育児の手引き書として、

母と子の一貫した健康管理と健康の保持増進に役立てるために交付してい

ます。 

今後も保健指導等をとおし、母子健康手帳の有効活用の普及に努めます。 

● 妊産婦一般健康診査の充実 

妊婦の健康管理や流早産の防止並びに低出生体重児出産の減少等を目的

に、専門医療機関での診察と必要な検査を実施しており、妊婦健診を定期的

に受診していただくため助成を行うとともに、個別支援が必要な妊婦には、

関係機関と連携を図り保健指導を実施します。 

また、産婦を対象に産後 1 ヶ月健診も助成の対象とし、妊産婦の健康維

持に努めます。 

       ● 乳児家庭全戸訪問事業 

         乳児のいる全ての家庭を訪問し、発育・発達の確認及び育児に関する不安

や悩みの傾聴・相談・子育て支援に関する情報を提供するとともに、養育

環境を把握し、支援が必要な家庭には、提供できるサービスの検討や関係

機関との連絡調整を行いながらきめ細かい育児支援の強化を図ります。 

● 乳幼児健康診査・健康相談の充実 

乳幼児健康診査・健康相談は、生後３～４カ月児から３歳児まで発育、  

発達の節目をとらえた年月齢で、心身の発育、発達の確認及び疾病・異常を

早期に発見し、適切な支援に結びつけ、切れ目のない支援をしていきます。 

また、就学時の健康診査、学校保健へと引き継がれる流れを構築し、関係

機関が連携して支援の充実を図ります。 
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● 子育て教室の充実 

乳幼児期は、基本的生活習慣を整え、人格形成の基礎が培われる大切な時

期であり、保護者や家庭の関わり方が重要となります。睡眠・食事・運動等

生活リズムを整え、子どもとの良い情緒的交流が望まれるものの、一方で育

児不安を持つ母親が多くなっていることから、子育て家庭が自信とゆとりを

持って楽しく子育てができるよう、安心して相談や交流ができる場を提供し

ます。 

● 子育て発達支援の充実 

乳幼児健康診査等において、発育・発達に経過観察を要する児童に対し、

適切な支援をすることを目的に子育て発達支援教室を開催し、健全な発達を

促すとともに、心身障がい児の早期発見・早期支援に努めます。 

また、育児不安などにより、子育ての不安や悩みを持つ保護者や子ども 

へ適切なかかわりが困難な養育者に対し、育児支援・指導の充実を図ります。 

   

② 食育の推進 

子どもたちが豊かな人間性をはぐくみ、生きる力を身につけていくための

原動力となり、基礎となるのが、「食」です。 

家庭、保育所・幼稚園、認定こども園、学校及び地域等が連携し「食」に

関する情報を提供し、心身の健康を増進する健全な食生活を実践するための

「食育」を推進する必要があります。 

そのためには、子どもや保護者に食生活の大切さや身体への影響などを理

解してもらうために、様々な機会を捉えて学習の場を提供していきます。 

また、地域の食材を味わう体験や、積極的に地場産品を利用すると共に、

「郷土食」や「伝統食」等の食文化について考え、体験する事業に取り組ん

でいきます。 

 

③ 思春期保健の充実 

思春期は、身体的発達と精神的発達の不均衡、性的関心の高まり等、一生

の間で最も変化の著しい時期です。 

現在、薬物使用、喫煙、性感染症の低年齢化が深刻化する中、思春期の身

体を守る正しい知識と情報を伝えるため、学校や関係機関と連携を密にし、

学習機会や相談体制の充実を図っていきます。 
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④ 妊娠期からの健康づくりと生活習慣病の予防 

健康づくりは、すでに胎児期から始まっており、生活習慣病の予防のため

には、胎児期の低栄養状態を回避し、低体重児出産を防ぐことが大切です。

生活習慣病は、個人の長期にわたる生活習慣が大きく関与するため、乳幼児

期から健康的な生活習慣を確立することが大切です。 

そのためには、子どもたちが自分の健康に関心を持ち、主体的に健康管理

に取り組むように、町全体で推進していきます。 

 

 

Ⅲ．子育て支援の充実 

共働き家庭やひとり親家庭、障がいのある児童を養育している家庭、児童への虐待が発

生した家庭、友人・知人など、頼る人のいない家庭、子育てに関する情報収集ができずに

不安や負担を感じている家庭など、それぞれの子育て家庭ではさまざまな悩みや問題を抱

えています。これらの家庭が地域で孤立し子育てに不安を抱えることのないよう、様々な

子育て支援サービスの充実を図っていきます。 

 

１）地域における子育て支援サービスの充実 

① 子育て支援サービスの充実 

● 子育て支援センターの運営の充実 

保育所や幼稚園、認定こども園に通っていない子どもとその保護者を対象

に、親子が気軽に参加し遊べる場・子育てについての情報交換の場を提供し

ます。専門職の保育士等を配置し、育児不安等についての子育て相談や、親

子で楽しめるイベントを開催するなど、子育て支援センターの充実を図りま

す。 

● 子育てサークルの育成と活動の支援 

子育て中の母親や祖父母などが中心となり自主的な活動を行っている組

織について支援し、子育てをともに楽しみ学びあうことができるように活動

を推進します。また、これらのサークル活動を支援する中で子育て親子の仲

間づくりを進めます。 

② 子育て情報の提供、相談体制の充実 

● 子育てに関する情報の提供 

子育て支援活動の情報や各種健診、予防接種、町内の公共施設、保育所・

幼稚園、認定こども園、公園など子育てに関する情報の提供を推進していき

ます。 
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● 子育て相談の充実 

子どもの発達や発育、子育てに不安や悩みのある保護者が、気軽に相談で

きるよう、子育て支援センターにおいて保育士・保健師等、専門知識を有す

る職員が対応にあたります。また、「子育て相談会」においては、心理士等

専門職により、子育ての悩みや負担感の軽減を図ります。さらには電話等を

利用した相談も受け付けます。 

子育てに関する身近な相談者として民生児童委員、主任児童委員をお願い

し、行政との橋渡し役としての役割も担っていただけるよう取り組みを進め

ていきます。 

③ 一体的な子育て支援体制の整備 

保育所、幼稚園、認定こども園、小中学校、公民館、保健・福祉等関係機

関による連携強化・情報交換・役割分担により、子育て相談、育児講座や地

域での交流事業の推進など、子育て支援に関する相談・支援機能の充実、強

化を推進します。 

④ 子育て親子の交流推進 

        子育て中の親子が自由に集える場所を提供します。子育てに関する悩みを

共有することで不安を解消しながら、育児力を高める取り組みを推進してい

きます。 

⑤ 子育てサポーターの養成 

安心して子どもを育てることができる環境づくりの土台となる子育てサポ

ーターは、子育て親子を支援する重要な役割を果たすため、人材発掘及び研

修事業を推進します。 

現在、民間ベースで活動している団体についても、さらに住民ニーズに対

応した活動が展開できるよう支援していきます。 

⑥ 子育て支援のネットワークづくり 

子育てを行っているすべての家庭に対し、質の高い子育て支援サービスを

提供していく上で、子育て支援サービスの地域ネットワークを形成していく

ことが重要な課題となります。 

そのために、子育て支援センターが拠点的役割を担い、ファミリーサポー

ト事業者や各地域において子育て活動を行う関係者が連携して事業の実施や

支援が行えるように、システムづくりを進めていきます。 
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２）支援が必要な児童へのきめ細やかな取り組み 

     ① 障がい児施策の充実 

障がい児施策の充実として、早期発見・早期支援に努め、障がい児保育の

実施や障がいに応じた的確な情報提供を行い、早期に適切な医療や療育等を

受けることができる体制づくりに努めます。 

② 児童虐待防止対策の充実 

虐待要因は、少子化や核家族化、地域の連帯の弱まり、経済的問題など様々

なものが総合的に関連して起こっているものと考えられます。身体的虐待、

性的虐待、身体的放置といった児童虐待を未然に防ぎ、また虐待に遭った子

どもを支援していくためにも、関係機関との連携をより密にし、迅速な対応

を行っていくとともに、保護者の心身の負担や育児の孤立を防ぐためにも、

安心して楽しく育児が出来るような仲間づくり・親を支える地域の体制づく

りを進めていきます。 

 

３）子育て家庭の経済的負担の軽減    

    ① ひとり親家庭の自立支援 

本町におけるひとり親家庭は増加傾向にあり、きめ細やかな支援が必要と

されている中、自立促進支援として母子家庭への就労支援や生活支援・相談

体制の充実と福祉サービスの情報提供などを推進します。 

② 乳幼児、児童生徒医療費助成制度の充実 

医療費の一部を助成することにより、疾病または負傷の治癒を早期に促進

するとともに、子育てに伴う経済的負担の軽減を図り、子どもが健康で安心

して暮らせるように乳幼児、児童及び生徒医療費助成事業を実施します。 

③ 乳幼児教育に係る費用の軽減 

多子世帯の保育料については、今後も継続して軽減をしていきます。 

 



32 

 

 

Ⅳ．仕事と子育ての両立支援（ワーク・ライフ・バランス） 

雇用機会の拡大や女性の社会進出が進む中、働き方も多様化していることから、住民ニ

ーズにあった保育サービスを目指します。 

仕事と子育ての両立には、男性の参加が不可欠であることから、企業に対し子育て家庭

への理解及び支援が得られるよう啓発に取り組んでいきます。 

 

１）保育サービスの充実 

① ファミリーサポートセンター事業の実施 

       育児の手助けができる方と育児の手助けを必要とする方を対象とした会員

組織を立ち上げ、会員相互の協力と信頼関係に基づき、夜間・休日等の一時

保育や保育園等への送迎などの活動を行い、さらに子育てがしやすい環境を

つくり、小さなお子さんを持つ家庭を支援していきます。 

② 一時保育の実施 

急な仕事の都合や保護者が病気になったり、妊娠や出産などによる通院、

育児疲れのリフレッシュ、セミナーや講習会、サークルに参加する時などに

一時保育の利用が気兼ねなくできるような環境づくりを推進します。 

③ 延長保育の充実 

現在行っている延長保育を継続して実施していきます。 

      ④ 障がい児保育の推進 

保育所や幼稚園、認定こども園で実施している障がい児保育については、

健康ほけん課・福祉課・こども教育課・医療機関等で連携を図り、入所（園）

判定会を開催し、可能な限り障がい児を受け入れる体制を整えていきます。 

      ⑤ 乳児保育の受入拡大 

乳児保育については、核家族化の進行や女性の就業率の増加に伴い、乳児

の保育所入所数も増加傾向にあることから、現状を踏まえ、受入拡大につい

て検討していきます。 

      ⑥ 幼保一体化の推進 

          少子化の進行に伴い、地域内の子ども・兄弟姉妹が少ない中で、幼児が同

じ環境の中で共に学び・育つことが重要です。 

                 今後は、全地域において、保育所・幼稚園が一体となった認定こども園化

を目指していきます。 

 

 

 



33 

 

⑦ 病中病後児保育の検討及び実施 

   保育所や幼稚園、認定こども園に通っている子どもが病気又は病気回復期

のため、集団生活が困難な場合など、一時的に預かることが出来る仕組みを

検討していきます。 

 

２）仕事と子育ての両立の推進（ワーク・ライフ・バランス） 

            ① 仕事と生活の調和に配慮した働き方の推進 

仕事と子育ての両立を行うためには、企業側の理解と協力が欠かせませ

ん。男性も含めた育児休業や出産後の仕事に復帰しやすい環境づくりなど

の啓蒙活動や子育て支援事業に関する情報提供を行い、「仕事と子育ての

両立（ワーク・ライフ・バランス）」に理解を深めていただけるよう努め

ていきます。 

なお、企業に対するアプローチとしては、町が単独で啓蒙活動に取組ん

でも効果が小さいので、国・県と連携して進めます。 

 

３）男女共同参画による子育ての推進 

① 男女共同参画の推進 

              子育ての環境づくりを両親がともに学ぶ機会や父親の子育て参加を促す

ために、父親と子どもが参加できる企画を立て、父親の子育て参加意識の

向上と啓蒙を促進していきます。 

② 男性の子育て参画の推進 

          父親が子どもと過ごす時間をつくり、母親のリフレッシュに協力するとと

もに、家庭内で恒常的に子育てを行っている方に対し、父親や地域の協力の

もと子育てから開放し、リフレッシュできるような体制作りを進めていきま

す。 
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Ⅴ．子どもにとって安全で安心な地域づくりの推進 

地域で育つ子どもたちが、安心して地域で遊び・学ぶことができるような生活環境を整

えていくと共に、子育て中の親子が快適に地域で生活していけるような生活環境の整備・

まちづくりも目指します。 

 

１）子育てを支援する生活環境の整備 

① 安心して外出できる環境の整備 

           妊産婦、乳幼児連れの方が安心して外出できるように、公共施設等にお

ける段差の解消などバリアフリー化を推進します。 

また、公共施設等において、子育て世帯が安心して利用できるトイレ整備

等を推進していきます。 

 

２）子ども等の安全の確保 

      ① 子どもを犯罪等の被害から守るための活動の推進 

           子どもたちを犯罪から守るため関係機関による連絡体制の強化及び迅速

な対応はもちろん、地域との連携を密にしていく必要があります。 

「ひと声運動」や「犯罪等の兆しを発見した時の通報」、「子どもは地域

で守る」という意識が浸透していくよう啓発活動を進めていきます。 

       ② 子どもの交通安全を確保するための活動の推進 

                 交通事故をなくすために大人も含めた「交通安全」「安全な運転技術」

の啓発指導を推進していきます。 

 

３）被害に遭った子どもの支援の充実 

      ① 被害にあった子どもに対する支援体制の整備 

                犯罪、ストーカー被害・通り魔等により、被害に遭った子どもの保護に

ついては、警察署等関係機関による協力体制が不可欠であり、迅速な対応

が必要となります。被害に遭った子どもに対しては、専門家によるケアを

していくとともに地域でのアフターケア体制の整備を行い、日常の生活に

支障のないような環境づくりを進めます。 
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第４章 子ども・子育て支援事業計画 
 
１． 教育・保育提供区域の設定 

国からは、各自治体において「教育・保育提供区域」を設定することが義務付けられて

います。区域の範囲については各自治体の裁量に任されており、会津美里町では、各地域

の子どもの数や資源の状況を踏まえ、全地域を一体として「教育・保育提供区域」としま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■全地域と３地域のメリット、デメリット 

 全地域 ３地域 

メ
リ
ッ
ト 

○利用者の選択範囲が広くなる。 

○勤務地等の都合で居住エリア以外の施設・事

業を希望するニーズを吸収できる。 

○事業計画における需要量見込みの推計がよ

り的確に行いやすい。 

○一時的な需要の増減に対して、広域で調整し

やすい。 

 

○利用者にとって入所可能な施設・事業が自宅

近辺にある可能性が高くなる。 

○狭い区域内に必要な施設・事業が整備され、

利用者の利便性が高まる。 

デ
メ
リ
ッ
ト 

×利用者にとって入所可能な施設・事業が自宅

近辺にない場合もある。 

 

×利用者の選択範囲が狭くなる。 

×勤務地等の都合で居住エリア以外の施設・事

業を希望するニーズを吸収できない。 

本郷幼稚園・保育所 

新鶴幼稚園・保育所 

ひまわり保育所 

さくら保育所 

認定こども園ひかり 

子育て支援センター すくすくハウス 

高田地域 

新鶴地域 

本郷地域 
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２． 事業量の見込み  

（１）教育・保育の量の見込み 

平成２７年度から２・３号認定の量の見込みに対する確保量については、十分充足で

きているため、今後は認定区分に応じた定員の見直しを進めていきます。また、保育需

要全体や人口推移にも注視しつつ、教育・保育施設の統合や再整備を行います。 

平成２９年度からは、全地域において認定こども園化を目指しており、現状に合わせた定

員の見直しを図ります。 

◇「量の見込み」に対する「確保の内容」及び「実施時期」         【単位:人】 
           

 

平成 25 年度実績 平成 27 年度 

1 号 
（3-5 歳 

教育のみ） 

2 号 
（3-5 歳 

保育の必

要性あり） 

3 号 
（0-2 歳保育の 

必要性あり） 

1 号 
（3-5 歳 

教育のみ） 

2 号 
（3-5 歳 

保育の必

要性あり） 

3 号 
（0-2 歳保育の 

必要性あり） 

0 歳 1・2 歳 0 歳 1・2 歳 

①量の見込（利用見込総数） 157 271 40 148 145 300 43 171 

②確保

の内容 

認定こども園、幼稚園、

保育園（教育・保育施

設） 
175 342 47 171 175 342 47 171 

地域型保育事業         

②－① 18 71 7 23 30 42 4 0 
        

 

平成 28 年度 平成 29 年度 

1 号 
（3-5 歳 

教育のみ） 

2 号 
（3-5 歳 

保育の必

要性あり） 

3 号 
（0-2 歳保育の 

必要性あり） 

1 号 
（3-5 歳 

教育のみ） 

2 号 
（3-5 歳 

保育の必

要性あり） 

3 号 
（0-2 歳保育の 

必要性あり） 

0 歳 1・2 歳 0 歳 1・2 歳 

①量の見込（利用見込総数） 143 299 45 168 141 299 45 168 

②確保

の内容 

認定こども園、幼稚園、

保育園（教育・保育施

設） 
175 342 47 171 170 310 50 170 

地域型保育事業         

②－① 32 43 2 3 29 11 5 2 
        

 

平成 30 年度 平成 31 年度 

1 号 
（3-5 歳 

教育のみ） 

2 号 
（3-5 歳 

保育の必

要性あり） 

3 号 
（0-2 歳保育の 

必要性あり） 

1 号 
（3-5 歳 

教育のみ） 

2 号 
（3-5 歳 

保育の必

要性あり） 

3 号 
（0-2 歳保育の 

必要性あり） 

0 歳 1・2 歳 0 歳 1・2 歳 

①量の見込（利用見込総数） 140 299 45 167 138 298 45 166 

②確保

の内容 

認定こども園、幼稚園、

保育園（教育・保育施

設） 
170 310 50 170 170 310 50 170 

地域型保育事業         

②－① 30 11 5 3 32 12 5 4 
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（２）地域子ども・子育て支援事業の量の見込み 

① 時間外保育事業（延長保育事業） 

時間外保育事業については、公立と私立の全ての保育所で実施しています。今後の

見込み量に対する提供体制は十分に確保できています。 

◇「量の見込み」に対する「確保の内容」及び「実施時期」         【単位:人】 

 
平成 25

年度実績 

平成 27

年度 

平成 28

年度 

平成 29

年度 

平成 30

年度 

平成 31

年度 

①量の見込 97 100 100 100 100 100 

②確保の内容 97 100 100 100 100 100 

②－① 0 0 0 0 0 0 

 

② 放課後児童健全育成事業 

現在は３年生までを対象としていますが、受入対象年齢の拡大については、放課後子

どもプランや児童館など、放課後の子どもの居場所を確保するための他の事業とも連携

し、必要な支援を受けられるよう検討していきます。 

◇「量の見込み」に対する「確保の内容」及び「実施時期」         【単位:人】 

 
平成 25

年度実績 

平成 27

年度 

平成 28

年度 

平成 29

年度 

平成 30

年度 

平成 31

年度 

低学年 

①量の見込 214 197 185 181 177 176 

②確保の内容 214 197 185 181 177 176 

②－① 0 0 0 0 0 0 

高学年 

①量の見込 - 84 84 78 76 71 

②確保の内容 - 0 0 78 76 71 

②－① - △84 △84 0 0 0 

 

③ 子育て短期支援事業 

現在、「子育て短期支援事業（ショートステイ）」については、実施しておりませんが、

事業の実施に向け検討していきます。 

◇「量の見込み」に対する「確保の内容」及び「実施時期」         【単位:人】 

 
平成 25

年度実績 

平成 27

年度 

平成 28

年度 

平成 29

年度 

平成 30

年度 

平成 31

年度 

①量の見込 - 0 0 0 0 0 

②確保の内容 - 0 0 0 0 0 

②－① - 0 0 0 0 0 
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④ 地域子育て支援拠点事業 

子育てについての相談や援助、子育てに関する情報の提供を行います。また、地域子

育てを支援するため、各種育児講座の開催や子育て家庭に対し交流の場や機会を提供し

ていきます。 

◇「量の見込み」に対する「確保の内容」及び「実施時期」         【単位:人】 

 
平成 25

年度実績 

平成 27

年度 

平成 28

年度 

平成 29

年度 

平成 30

年度 

平成 31

年度 

①量の見込 373 394 372 361 351 342 

②確保の内容 373 394 372 361 351 342 

②－① 0 0 0 0 0 0 

 

⑤ 一時預かり事業 

保護者に急な用事が生じたときや、子育てに伴う心理的、肉体的負担を解消するため、

子育て支援センターの一時保育や幼稚園における預かり保育の重要性が高まっています。

現在、必要量に応じた提供体制は整っており、さらなる利便性の向上に努めます。 

◇「量の見込み」に対する「確保の内容」及び「実施時期」         【単位:人】 

幼稚園における在園児を対象と

した預かり保育 

平成 25

年度実績 

平成 27

年度 

平成 28

年度 

平成 29

年度 

平成 30

年度 

平成 31

年度 

①量の見込 43 45 45 180 180 180 

②確保の内容 43 45 45 180 180 180 

②－① 0 0 0 0 0 0 

◇「量の見込み」に対する「確保の内容」及び「実施時期」         【単位:人】 

その他（子育て支援センターに

おける一時保育） 

平成 25

年度実績 

平成 27

年度 

平成 28

年度 

平成 29

年度 

平成 30

年度 

平成 31

年度 

①量の見込 470 500 500 365 365 365 

②確保の内容 470 500 500 365 365 365 

②－① 0 0 0 0 0 0 
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⑥ 病児・病後児保育事業 

現在、「病児・病後児保育事業」については、実施しておりませんが、個別的ニーズ

に対応したメニューを展開していきます。 

◇「量の見込み」に対する「確保の内容」及び「実施時期」         【単位:人】 

 
平成 25

年度実績 

平成 27

年度 

平成 28

年度 

平成 29

年度 

平成 30

年度 

平成 31

年度 

①量の見込 - 60 60 60 60 60 

②確保の内容 - 0 0 60 60 60 

②－① - △60 △60 0 0 0 

 

⑦ ファミリー・サポート・センター事業 

現在、１か所で実施しており、今後の見込み量に対する提供体制は十分に確保できている

状況です。今後は、安定したサポート会員（育児の支援を行う者）の確保と人材の育成が課

題です。事業のさらなる周知と、手続き方法など利用者が使いやすい事業とする検討を重ね

ます。 

◇「量の見込み」に対する「確保の内容」及び「実施時期」         【単位:人】 

 
平成 25

年度実績 

平成 27

年度 

平成 28

年度 

平成 29

年度 

平成 30

年度 

平成 31

年度 

①量の見込 - 120 120 120 120 120 

②確保の内容 - 120 120 120 120 120 

②－① - 0 0 0 0 0 
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⑧ 妊産婦健診事業 

妊産婦の経済的負担軽減を図るために１４回の健診の費用を助成し、必要に応じて関

係機関と連携を図り、保健指導を行います。 

また、産婦を対象に産後１ヶ月健診も助成の対象とし、妊産婦の健康維持に努めます。 

◇「量の見込み」に対する「確保の内容」及び「実施時期」         【単位:人】 

 
平成 25

年度実績 

平成 27

年度 

平成 28

年度 

平成 29

年度 

平成 30

年度 

平成 31

年度 

①量の見込 1,341 1,370 1,300 1,300 1,300 1,300 

②確保の内容 1,341 1,370 1,300 1,300 1,300 1,300 

②－① 0 0 0 0 0 0 

 

⑨ 乳児家庭全戸訪問事業 

保健師等が乳児のいる家庭を訪問しています。子どもの発育・発達の確認及び子育て

に関する情報提供や育児に不安を持つ保護者の不安を和らげるため、必要な支援や助言

を行います。また、特に支援が必要と認められる乳児や保護者の早期発見に努め、関係

機関と連携して必要なサービスにつなげていきます。 

◇「量の見込み」に対する「確保の内容」及び「実施時期」         【単位:人】 

 
平成 25

年度実績 

平成 27

年度 

平成 28

年度 

平成 29

年度 

平成 30

年度 

平成 31

年度 

①量の見込 140 135 135 135 135 135 

②確保の内容 137 135 135 135 135 135 

②－① △3 0 0 0 0 0 

 

⑩ 養育支援訪問事業 

産後うつアンケートや子育てアンケート等により養育支援が必要な親子には関係機関

と連携し支援していきます。 

◇「量の見込み」に対する「確保の内容」及び「実施時期」         【単位:人】 

 
平成 25

年度実績 

平成 27

年度 

平成 28

年度 

平成 29

年度 

平成 30

年度 

平成 31

年度 

①量の見込 0 0 0 0 0 0 

②確保の内容 0 0 0 0 0 0 

②－① 0 0 0 0 0 0 
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⑪ 利用者支援事業 

現在の子育て支援センター「すくすくハウス」では保育を希望する保護者の相談に応

じ、保育資源・保育サービスについて、情報提供を行っております。また、単なる情報

提供の場でなく、子育てニーズを把握し、関係機関との連携、調整、活動の体制づくり、

地域課題の把握など、多様なニーズに対応していきます。 

◇「量の見込み」に対する「確保の内容」及び「実施時期」          

 
平成 25

年度実績 

平成 27

年度 

平成 28

年度 

平成 29

年度 

平成 30

年度 

平成 31

年度 

①量の見込 - １か所 １か所 １か所 １か所 １か所 

②確保の内容 - １か所 １か所 １か所 １か所 １か所 

 

⑫ 実費徴収に係る補足給付を行う事業 

   低所得世帯に対し、教材費等の実費徴収がある場合など、補足給付が出来る事

業となっています。現在、該当者はいませんが、発生した場合に対応出来るよう

整備を進めていきます。 

◇「量の見込み」に対する「確保の内容」及び「実施時期」         【単位:人】 

 
平成 25

年度実績 

平成 27

年度 

平成 28

年度 

平成 29

年度 

平成 30

年度 

平成 31

年度 

①量の見込 - 0 0 0 0 0 

②確保の内容 - 0 0 0 0 0 

 

⑬ 多様な主体が本制度に参入することを促進するための事業 

   住民ニーズに沿った多様なサービスの提供を進めていく中で、民間事業者の参

入や多様な事業者の能力の活用が必要となる場合に備え、整備を進めていきます。 

◇「量の見込み」に対する「確保の内容」及び「実施時期」         【単位:社】 

 
平成 25

年度実績 

平成 27

年度 

平成 28

年度 

平成 29

年度 

平成 30

年度 

平成 31

年度 

①量の見込 - 0 0 0 0 0 

②確保の内容 - 0 0 0 0 0 
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第５章 計画の推進に向けて 
  

本計画の推進にあたっては、地域内でのきめ細やかな取り組みが必要とされ、そのために 

も、本計画を町民へ広く周知するとともに、各年度において計画の実施状況を把握し、その

結果をその後の取り組みの改善や充実に反映させていくことが重要です。 

 

１． 推進の体制 

（１）家庭や関係機関等との連携 

子育てを社会全体で支援していくためには、行政だけでなく、家庭や地域、教育・保育関

係機関の連携・協働が必要です。 

本計画の推進にあたっては、家庭をはじめ、幼稚園、保育所、認定こども園、その他関係

団体・関係機関との連携を深め、情報の共有化を図りながら、事業の推進・調整に取り組ん

でいきます。 

また、家庭や地域、教育・保育関係機関、行政それぞれが、子育てや子どもの健全育成に

対する責任や自ら果たすべき役割を認識し、互いに協力しながら、子育て支援に関わるさま

ざまな施策を計画的・総合的に推進します。 

 

（２）地域の人材の確保と連携 

子育てに関する町民の多様なニーズに対応するため、幼稚園教諭、保育士等の子育てに関

わる資格取得者だけでなく、ボランティアや子育て経験者、高齢者の方など地域のさまざま

な子育てを支援する幅広い人材の確保・育成に努めます。 

（３）町民・企業等の参加、参画の推進 

 社会全体で子育てを支援するためには、町民や企業、関係団体の理解と協力が必要です。

計画についてホームページ等により町民等の理解を深めるとともに、ボランティア活動の活

性化の促進、住民参加型のサービスの拡充など、地域による取り組みを支援し、子育てしや

すい環境づくりに町民及び企業等の参加、参画を推進します。 
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２． 計画の進捗状況の管理・評価 

計画の実現のためには、計画に即した事業がスムーズに実施されるように管理するととも

に、計画の進捗状況について需要と供給のバランスがとれているかを把握し、年度ごとの実

施状況および成果を点検・評価し、検証していきます。 

また、事業の進捗状況を管理・評価するにあたっては、利用者の視点に立ち、個別事業の

進捗状況に加え、計画全体の成果についても点検・評価し、施策の改善につなげます。 

なお、当初の計画に対して「量の見込み」や「確保策」などに大きな開きが見受けられる

場合には、中間年度（平成29年度）を目安として計画の見直しを検討します。ただし、計画

の見直しを行った後の事業計画の期間は、当初の計画期間（平成３１年度）までとします。 
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